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70 歳以上の

皆さんへ

平成29年8月から平成29年8月から

のの

上限額が変わります上限額が変わります
高額療養費高額療養費

全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、 高齢者と若者の間での世代

間の公平が図られるよう、 負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。

そのため、 平成 29 年８月から、 70 歳以上の皆さんの高額療養費の上限額が変わります。

問　国保年金課（千代田庁舎）

ひと月に支払った医療費が高額になり、 決められた上限額を超えた場合に、 上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制

度です。 上限額は、 個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。

【70 歳以上の方の上限額（月ごと）】

どの適用区分に該当するかは、 被保険者証、 高齢受給者証、 限度額認定証でご確認いただけます。

高額療養費制度とは！

適用区分 外来＋入院（世帯ごと）外来
（個人ごと）

現
役
並
み

【課税所得】

145 万円以上の方
44,400 円

80,100 円＋

（医療費 -267,000 円）× 1％

[ 多数回 44,400 円（※ 2） ]

一
般

【課税所得】

145 万円未満の方（※1）
12,000 円 44,400 円

住
民
税
非
課
税

②住民税非課税世帯

8,000 円

24,600 円

①住民税非課税世帯
（年金収入 80 万円以下など）

15,000 円

外来＋入院（世帯ごと）外来
（個人ごと）

57,600円

80,100 円＋

（医療費 -267,000 円）× 1％

[ 多数回 44,400 円（※ 2） ]

14,000円

年間上限
14 万 4,000 円

57,600円
[ 多数回 44,400 円（※ 2） ]

8,000 円

24,600 円

15,000 円

※1  世帯収入の合計額が 520 万円未満（1 人世帯の場合は 383 万円未満）の場合や、 「旧ただし書所得」の合計額が 210 万

円以下の場合も含みます。

※ 2 過去12 カ月以内に 3 回以上、 上限に達した場合は、 4 回目から「多数回」該当となり、 上限額が下がります。

高額療養費に関するお問い合わせ

▼健康保険組合、 全国健康保険協会、 共済組合、 国民健康保険組合にご加入の方

☞ご加入の医療保険者まで

▼国民健康保険、 後期高齢者医療制度にご加入の方

☞国保年金課まで
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最
近
、
茨
城
県
内
に
お
き
ま
し
て
遊
休
地
な
ど
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所
有
し
て
い
る
地
権
者
に
対
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土
地
を
資
材
置
場
と
し
て
利

用
し
た
い
の
で
賃
借（
売
買
）契
約
を
行
い
た
い
」と
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や
甘
い
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葉（
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ま
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話
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土
地
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を
求
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賃
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売

買
）契
約
を
行
う
前
に
先
行
し
て
土
地
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整
備
し
た
い
」な
ど
と
言
い
、
そ
の
土
地
へ
産
業
廃
棄
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を
不
法
投
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す
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と
い
っ
た
事
件
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

不
審
な
事
業
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
、
面
識
の
な
い
人
物
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
は
、
十
分
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

問　
環
境
保
全
課（
霞
ヶ
浦
庁
舎
）

不
法
投
棄
を
さ
れ
な
い
た
め
に
…

廃
棄
物
処
理
法
に
は
、「
何
人
も
、
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て

て
は
な
ら
な
い
」と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
違
反
し
て
廃
棄
物

（
ご
み
）を
投
棄
す
る
こ
と
を「
不
法
投
棄
」と
い
い
ま
す
。

廃
棄
物
を
捨
て
た
り
埋
め
た
り
す
る
ほ
か
、
廃
棄
物
を
放
置
し

て
い
る
よ
う
な
状
態（
不
適
正
保
管
）も
不
法
投
棄
に
該
当
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
、
自
分
の
土
地
で
あ
っ
て
も
違
法
な
行
為
で
す
。
ま
た
、

土
地
の
所
有
者
は
、
自
分
の
土
地
を
清
潔
に
保
つ
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
引
き
続
き
不
法
投
棄
の
監
視
パ
ト
ロ
ー

ル
や
啓
発
活
動
な
ど
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
市
民
の
方

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

不
法
投
棄
を
見
か
け
た
場
合
に
は
…

不
法
投
棄
や
そ
の
よ
う
な
行
為
を
目
撃
し
た
場
合
は
、
直
ち
に

市
や
警
察
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。
通
報
の
際
に
は
、
次
の
事
項

に
つ
い
て
、
わ
か
る
範
囲
で
結
構
で
す
の
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

◉
発
見
日
時（
○
日
前
か
ら
、
○
時
ご
ろ
な
ど
）

◉�

発
見
場
所（
所
在
地
、
所
在
地
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
進
入
路

や
現
場
確
認
の
際
の
目
印
な
ど
）

◉�

現
場
の
状
況（
廃
棄
物
の
種
類
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
ら
、
内
容

物
不
明
の
ド
ラ
ム
缶
な
ど
）

◉�

廃
棄
物
の
お
お
ま
か
な
量（
縦
、
横
、
高
さ
、
ダ
ン
プ
何
台
分

な
ど
）

◉
周
辺
環
境
へ
の
影
響（
に
お
い
、
汚
水
な
ど
）

◉�

行
為
者
に
関
す
る
情
報（
出
入
り
し
て
い
る
車
両
の
ナ
ン
バ
ー
、

台
数
、
会
社
名
、
行
為
者
の
風
貌
な
ど
）

◉�

土
地
に
関
す
る
情
報（
土
地
の
所
有
者
、
わ
か
る
場
合
は
連
絡

先
も
）

◉�

通
報
者
の
氏
名
、
連
絡
先（
通
報
さ
れ
た
方
の
個
人
情
報
は
、

外
部
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
通
報
は
匿
名

で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。）

※ 

不
法
投
棄
を
見
つ
け
て
も
、
危
険
で
す
の
で
、
無
断
で
私
有
地

に
立
ち
入
る
こ
と
や
、
写
真
を
撮
影
し
た
り
、
注
意
し
た
り
は

絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
必
ず
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
所
有
地
を
柵
や
ロ
ー
プ
な
ど
で
囲
い
ま
し
ょ
う
！

▼ 

荒
廃
地
な
ど
は
草
刈
り
な
ど
を
ま
め
に
行
い
、

き
れ
い
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
！

▼ 
不
法
投
棄
防
止
な
ど
の
看
板
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
！

▲不法投棄された廃材混じりの土砂

不法投棄 110 番

0120-536-380
フリーダイヤル いつもみんなでむらなく みはれ

※休日や夜間は、 最寄りの警察へ

☎

➡

平成29年7月まで 平成29年 8月から
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